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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の標的組織を、除去するための管状の切削ヘッドであって、
　前記切削ヘッドを通過させる内腔を取り囲む外周であって、前記内腔が中心軸を有する
、前記外周；
　前記外周の遠位縁上の前方切削ブレードであって、（ｉ）前記切削ヘッドの前方ストロ
ークにおいて標的組織を切削し、および（ｉｉ）前記切削された組織を前記内腔中に誘導
するように構成された、前記前方切削ブレード；ならびに
　前記前方切削ブレードの遠位方向に配置されて、前方ストローク時に前記前方切削ブレ
ードから、周囲組織を防護するように、複数の鋭利な側方表面を有するタロンとして構成
された、１つまたは２つ以上のブレードガードであって、前記内腔の横方向断面の幅より
も小さい幅を有して、前方ストロークにおいて前記内腔中に標的組織が進入するのを容易
化する、前記ブレードガード
を含む、前記切削ヘッドであって、
前記切削ヘッドが、前記ブレードガード上のブレード先端に、前記切削ヘッドの後方スト
ロークにおいて前記標的組織を切削するための後方切削ブレードを有することを特徴とす
る、あるいは
前記１つまたは２つ以上のブレードガードが前記内腔の横方向断面の幅の半分以下の幅を
有することを特徴とする、
前記切削ヘッド。



(2) JP 5723035 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

【請求項２】
　切削ヘッドが、ブレードガード上のブレード先端に、該切削ヘッドの後方ストロークに
おいて標的組織を切削するための後方切削ブレードを有し、前記ブレードガード上のブレ
ード先端が９０°よりも大きい角度で後向きに内腔中を指している二重刃のブレード先端
を有する、請求項１に記載の切削ヘッド。
【請求項３】
　切削ヘッドが、タロンの複数の鋭利な側方表面が鋸刃面を含む、請求項１または２に記
載の切削ヘッド。
【請求項４】
　１つまたは２つ以上のブレードガードが両刃のブレード先端を有する、請求項１～３の
いずれか一項に記載の切削ヘッド。
【請求項５】
　外科的組織除去システムであって、
　対象の標的組織を除去するための、管状の切削ヘッドであって、
　　前記切削ヘッドを通過させる吸引流を取り囲む外周；
　　前記外周によって取り囲まれた内腔であって、吸引流を誘導し、中心軸を有する、前
記内腔；
　　前記外周の遠位縁上の前方切削ブレードであって、（ｉ）前記切削ヘッドの前方スト
ロークにおいて標的組織を切削し、および（ｉｉ）切削された組織を内腔中に誘導するよ
うに構成された、前記前方切削ブレード；ならびに
　　前方切削ブレードの遠位方向に配置されて、前方ストローク時に前方切削ブレードか
ら周囲組織を防護するように、複数の鋭利な側方表面を有するタロンとして構成された、
１つまたは２つ以上のブレードガードであって、前記内腔の横方向断面の幅よりも小さい
幅を有して、前方ストロークにおいて前記内腔中への標的組織の進入を容易化する、前記
ブレードガードを有し、
　　前記内腔と吸引源の間を動作可能に連絡するように構成されているとともに、
　　吸引アセンブリが前記切削ヘッドと動作可能に連絡しており、前記吸引アセンブリは
、中心軸を有し、前記内腔を通して対象から外に前記標的組織を除去するための吸引流を
生成する、少なくとも実質的に剛性な吸引管を含む、
前記切削ヘッドを有する、前記外科的組織除去システムであって、
前記切削ヘッドが、前記ブレードガード上のブレード先端に、前記切削ヘッドの後方スト
ロークにおいて前記標的組織を切削するための後方切削ブレードを有することを特徴とす
る、あるいは
前記１つまたは２つ以上のブレードガードが前記内腔の横方向断面の幅の半分以下の幅を
有することを特徴とする、
前記外科的組織除去システム。
【請求項６】
　少なくとも実質的に剛性な吸引管が、切削ヘッドを備える単独ユニットとして形成され
る、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　切削ヘッドが、ブレードガード上のブレード先端に、該切削ヘッドの後方ストロークに
おいて標的組織を切削するための後方切削ブレードを有し、前記ブレードガード上のブレ
ード先端が９０°よりも大きい角度で後向きに内腔中を指している二重刃のブレード先端
を有する、請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　切削ヘッドが、タロンの複数の鋭利な側方表面が鋸刃面を含む、請求項５に記載のシス
テム。
【請求項９】
　内腔の中心軸が、剛性吸引管の中心軸から、約５°～約９０°の範囲の角度θ１にあり
、前方切削ブレードが、前記角度θ１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置している、
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請求項５に記載のシステム。
【請求項１０】
　切削ヘッドと吸引アセンブリの間の動作可能な連絡は関節接合であって、角度θ１が調
節可能である、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　切削ヘッドと吸引アセンブリの間の動作可能な連絡が剛性を有し、角度θ１が固定され
ている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　内腔の中心軸が、前方切削ブレードにおいて出口点を有し、および該出口点は、剛性吸
入管の中心軸と直交する、約３ｍｍ～約２５ｍｍの横方向距離に位置している、請求項９
に記載のシステム。
【請求項１３】
　内腔の中心軸が、剛性吸引管の中心軸から、約１°～約１８０°の範囲の角度θ１にあ
り、および前方切削ブレードが、前記角度θ１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置し
、
　追加の角度θ３は、θ１に５ｍｍ～２５ｍｍ近接して位置しており、
　角度θ１およびθ３は、
　（ｉ）切削ヘッドの内腔の中心軸と、θ３に近接して位置する前記剛性吸入管の中心軸
の間の正味角度θ４が、０°～９０°の範囲であること、ならびに
　（ｉｉ）前記内腔の中心軸が、前記前方切削ブレードにおいて出口点を有し、および該
出口点は、前記剛性吸入管の中心軸に直交する、約３ｍｍ～約２５ｍｍの横方向距離に位
置していること
を限定として、約０°～約１８０°の範囲になるように独立して選択される、請求項５に
記載のシステム。
【請求項１４】
　標的組織が髄核であり、および周囲組織が線維輪である、請求項５に記載のシステム。
【請求項１５】
　椎間板切除用の外科用組織除去システムであって、
　対象から髄核を除去するための管状の切削ヘッドであって、
　　前記切削ヘッドを通過させる吸引流を取り囲む外周；
　　前記外周によって取り囲まれて、吸引流を誘導する内腔；
　　前記外周の遠位縁上の前方切削ブレードであって、（ｉ）前記切削ヘッドの前方スト
ロークにおいて髄核を切削し、および（ｉｉ）切削された髄核を前記内腔中に誘導するよ
うに構成された、前記前方切削ブレード；　　前記前方切削ブレードの遠位方向に位置し
て、前方ストローク時に線維輪組織を前記前方切削ブレードから防護するように、複数の
鋭利な側方表面を有するタロンとして構成された、１つまたは２つ以上のブレードガード
であって、幅を前記内腔の横断面の幅よりも小さくして、前方ストロークにおいて標的組
織が内腔に入るのを容易にする、前記ブレードガード
　　を含み、
　前記内腔と吸入源との間を動作可能に連絡するように構成された、前記切削ヘッド；お
よび
　前記切削ヘッドと動作可能に連絡している吸引アセンブリであって、中心軸を有し、内
腔を通して対象から外に髄核を除去するための吸引流を生成する、少なくとも実質的に剛
性な吸引管を含む、前記吸引アセンブリ
を含む、前記システムであって、
前記切削ヘッドが、前記ブレードガード上のブレード先端に、前記切削ヘッドの後方スト
ロークにおいて前記標的組織を切削するための後方切削ブレードを有することを特徴とす
る、あるいは
前記１つまたは２つ以上のブレードガードが前記内腔の横方向断面の幅の半分以下の幅を
有することを特徴とする、
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前記システム。
【請求項１６】
　少なくとも実質的に剛性な吸引管が、切削ヘッドを備える単独ユニットとして形成され
る、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　内腔の中心軸が、剛性吸引管の中心軸から約５°～約９０°の範囲の角度θ１にあり、
前方切削ブレードが、前記角度θ１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置している、請
求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　内腔の中心軸が、前方切削ブレードにおいて出口点を有し、該出口点は、剛性吸入管の
中心軸と直交する、約３ｍｍ～約２５ｍｍの横方向距離に位置している、請求項１５に記
載のシステム。
【請求項１９】
　切削ヘッドと吸引アセンブリの間の動作可能な連絡が関節接合であり、角度θ１が調節
可能である、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　切削ヘッドと吸引アセンブリの間の動作可能な連絡が剛性を有し、角度θ１が固定され
ている、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２１】
　内腔の中心軸が、剛性吸引管の中心軸から、約１°～約１８０°の範囲の角度θ１にあ
り、前方切削ブレードが、前記角度θ１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置しており
、
　追加の角度θ３が、θ１に５ｍｍ～２５ｍｍ近接して位置しており、角度θ１およびθ

３は、
　（ｉ）切削ヘッドの内腔の中心軸と、θ３に近接して位置する前記剛性吸入管の中心軸
の間の正味角度θ４が、０°～９０°の範囲であること；および
　（ｉｉ）内腔の中心軸が、前記前方切削ブレードにおいて出口点を有し、該出口点は、
前記剛性吸入管の中心軸に直交する、約３ｍｍ～約２５ｍｍの横方向距離に位置している
こと
を限定として、約０°～約１８０°の範囲になるように独立して選択される、請求項１５
に記載のシステム。
【請求項２２】
　後方切削ブレードが、切削ヘッドの後方ストロークにおいて標的組織を切削するために
、ブレードガードのブレード先端に配置され、ブレードガードのブレード先端が二重刃の
ブレード先端を有する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２３】
　後方切削ブレードが、前記切削ヘッドの後方ストロークにおいて、標的組織を切削する
ために、ガード上のブレード先端に配置され、前記ブレードガードのブレード先端は、前
記切削ヘッドの後方ストロークにおいて、内腔内の組織を捕捉および／または切削するた
めに、９０°よりも大きい角度θ2で後向きに内腔中を指している、二重刃のブレード先
端を有する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２４】
　横方向切削ブレードが、タロンの複数の鋭利な側方表面が鋸刃面を含む、請求項１５に
記載のシステム。
【請求項２５】
　対象から標的組織を除去する方法において使用するための請求項１に記載の切削ヘッド
であって、該方法が
　標的組織にアクセスするために対象に開口を生成すること；
　切削ヘッドを前記開口を通して挿入して、前記対象内の標的組織にアクセスすること；
　標的組織を含む表面上で、切削ヘッドを、前方方向に押し進めて、前記標的組織を除去
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すること、該前方方向が（ｉ）少なくとも実質的に、前記切削ヘッドの内腔の中心軸を包
含する面上を、（ｉｉ）少なくとも実質的に、前記標的組織を含む表面上を、かつ（ｉｉ
ｉ）ブレードガードによって保護されている周囲組織に向かって動く、力ベクトルを含み
、
　前記切削ヘッドの内腔内の前記標的組織を捕捉すること、および
　前記標的組織を内腔を通して前記対象から外に除去すること
を含む、前記切削ヘッド。
【請求項２６】
　方法が、標的組織を含む表面上で、切削ヘッドを、後方方向に押し進めて、前記標的組
織を除去することをさらに含み、該後方方向が（ｉ）少なくとも実質的に、前記切削ヘッ
ドの内腔の中心軸を包含する面上を、（ｉｉ）少なくとも実質的に、前記標的組織を含む
表面上を、かつ（ｉｉｉ）ブレードガードによって保護されている周囲組織から離れて動
く、力ベクトルを含む、請求項２５に記載の切削ヘッド。
【請求項２７】
　方法が、標的組織を含む表面上で、切削ヘッドを、横方向に押し進めて、前記標的組織
を除去することをさらに含み、該横方向が（ｉ）前記切削ヘッドの内腔の中心軸を包含す
る面から約１５°～約１５０°の範囲の角度で、（ｉｉ）少なくとも実質的に、前記標的
組織を含む表面上を、かつ（ｉｉｉ）ブレードガードで保護されている周囲組織に接触し
て、動く力ベクトルを含む、請求項２５に記載の切削ヘッド。
【請求項２８】
　標的組織が髄核であり、周囲組織が線維輪である、請求項２５に記載の切削ヘッド。
【請求項２９】
　外科的組織除去キットであって、
　　外科的組織除去システムであって、
　　　対象の標的軟質組織を、除去するための、管状の切削ヘッドであって、
　　　前記切削ヘッドを通過させる吸引流を取り囲む外周；
　　　外周によって取り囲まれた内腔であって、吸引流を誘導し、中心軸を有する、前記
内腔；
　　　前記外周の遠位縁上の前方切削ブレードであって、（ｉ）前記切削ヘッドの前方ス
トロークにおいて標的組織を切削し、（ｉｉ）切削された組織を内腔中に誘導するように
構成された、前記前方切削ブレード；および
　　　前方切削ブレードの遠位方向に配置されて、前記切削ヘッドの前方ストローク時に
前方切削ブレードから周囲組織を防護するように、複数の鋭利な側方表面を有するタロン
として構成された、１つまたは２つ以上のブレードガードであって、前記内腔の横方向断
面の幅よりも小さい幅を有して、前方ストロークにおいて前記内腔中に前記標的組織が進
入するのを容易化する、前記ブレードガードを有し、
　　　前記内腔と吸引源の間を動作可能に連絡するように構成された、前記切削ヘッド、
および
　　前記切削ヘッドと動作可能に連絡している吸引アセンブリであって、中心軸を有し、
前記内腔を通して対象から外に前記標的組織を除去するための吸引流を生成する、少なく
とも実質的に剛性な吸引管を含む、前記吸引アセンブリを有する、
　　前記外科的組織除去システム、および
　　前記外科的組織除去システムを出し入れする間に対象を保護する、閉塞式ガードカニ
ューレであって、
　　　内周、外周、および前記内周と前記外周の間を連絡する、洗浄ポートを有する入口
ハブ；および
　　　近位端、遠位端および内腔を有する、直線状の細長い分割管を含み、
　　　前記分割管の近位端は、前記ハブの内周の少なくとも一部分を取り囲むとともに、
前記洗浄ポートと動作可能に連絡して、前記洗浄ポートから洗浄流体を受け入れる動作が
可能であり、洗浄流体の標的組織への移送は、前記分割管の内腔表面上での前記洗浄ポー
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トから前記分割管の遠位端への洗浄流体の移動を含み、
　　　前記分割管の遠位端は、前記遠位端が入口組織と接触するときに、前記入口組織へ
の損傷を避けるために、少なくとも実質的に鈍くされており、
　　　前記分割管は、長さが約１０ｃｍ～約６０ｃｍの範囲、幅が約５ｍｍ～約１６ｍｍ
の範囲であり、
　　　前記分割管における割れ目は、約４ｍｍ～約１４ｍｍの範囲の幅を有する間隙を構
成し、前記割れ目は外科用装置における非線形性を吸収する、
　　前記ガードカニューレを含む、前記外科的組織除去キットであって、
前記切削ヘッドが、前記ブレードガード上のブレード先端に、前記切削ヘッドの後方スト
ロークにおいて前記標的組織を切削するための後方切削ブレードを有することを特徴とす
る、あるいは
前記１つまたは２つ以上のブレードガードが前記内腔の横方向断面の幅の半分以下の幅を
有することを特徴とする、
前記外科的組織除去キット。
【請求項３０】
　少なくとも実質的に剛性な吸引管が、切削ヘッドを備える単独ユニットとして形成され
る、請求項２９のキット。
【請求項３１】
　内腔の中心軸が、剛性吸引管の中心軸から約５°～約９０°の範囲の角度θ１にあり、
および前方切削ブレードが、前記角度θ１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置してい
る、請求項２９に記載のキット。
【請求項３２】
　内腔の中心軸が、前方切削ブレードにおいて出口点を有し、該出口点は、剛性吸入管の
中心軸と直交する、約３ｍｍ～約２５ｍｍの横方向距離に位置している、請求項２９に記
載のキット。
【請求項３３】
　切削ヘッドと吸引アセンブリの間の動作可能な連絡が関節接合であって、角度θ１が調
節可能である、請求項３１に記載のキット。
【請求項３４】
　切削ヘッドと吸引アセンブリの間の動作可能な連絡が剛性を有し、角度θ１が固定され
ている、請求項３１に記載のキット。
【請求項３５】
　内腔の中心軸が、剛性吸引管の中心軸から約１°～約１８０°の範囲の角度θ１にあり
、前方切削ブレードが、前記角度θ１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置しており、
　追加の角度θ３は、θ１に５ｍｍ～２５ｍｍ近接して位置しており、角度θ１およびθ

３は、
　（ｉ）切削ヘッドの内腔の中心軸と、θ３に近接して位置する剛性吸入管の中心軸の間
の正味角度θ４が、０°～９０°の範囲であること、および
　（ｉｉ）前記内腔の中心軸が、前記前方切削ブレードにおいて出口点を有し、該出口点
は、前記剛性吸入管の中心軸に直交する、約３ｍｍ～約２５ｍｍの横方向距離に位置して
いること
を限定として、約１°～約１８０°の範囲になるように独立して選択される、
請求項３１に記載のキット。
【請求項３６】
　切削ヘッドが、ブレードガード上のブレード先端に、該切削ヘッドの後方ストロークに
おいて標的組織を切削するための後方切削ブレードを有する、請求項２９に記載のキット
。
【請求項３７】
　タロンの複数の鋭利な側方表面が鋸刃面を含む、請求項２９に記載のキット。
【請求項３８】
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　標的組織が髄核であり、
　周囲組織が線維輪であり、および
　入口組織が、髄核につながる、対象の上皮組織、筋肉組織、神経組織、結合組織、血管
、骨、軟骨、またはそれらの組合せを含む、
請求項２９に記載のキット。
【請求項３９】
　対象から標的組織を除去する方法において使用するための請求項１に記載の切削ヘッド
であって、該方法が
　標的組織にアクセスするために対象内に開口を生成すること；
　該切削ヘッドを、ガードカニューレの入口ハブおよび細長い分割管を通して挿入するこ
と；
　分割管の鈍い、遠位端で入口組織を保護しながら、前記切削ヘッドを、前記開口を通し
て挿入して、前記対象内の標的組織にアクセスすること；
　標的組織を含む表面上で、前記切削ヘッドを、前方方向に押し進めて、前記標的組織を
除去すること、ここで該前方方向が（ｉ）少なくとも実質的に、前記切削ヘッドの内腔の
中心軸を包含する面上を、（ｉｉ）少なくとも実質的に、前記標的組織を含む表面上を、
かつ（ｉｉｉ）ブレードガードによって保護されている周囲組織に向かって動く、力ベク
トルを含み、
　前記切削ヘッドの内腔内の前記標的組織を捕捉すること、および
　前記標的組織を前記内腔を通して前記対象から外に除去すること
を含む、前記切削ヘッド。
【請求項４０】
　方法が、標的組織を含む表面上で、切削ヘッドを、後方方向に押し進めて、前記標的組
織を除去することをさらに含み、該後方方向が（ｉ）少なくとも実質的に、前記切削ヘッ
ドの内腔の中心軸を包含する面上を、（ｉｉ）少なくとも実質的に、前記標的組織を含む
表面上を、かつ（ｉｉｉ）ブレードガードによって保護されている周囲組織から離れて動
く、力ベクトルを含む、請求項３９に記載の切削ヘッド。
【請求項４１】
　方法が、標的組織を含む表面上で、切削ヘッドを、横方向に押し進めて、前記標的組織
を除去することをさらに含み、該横方向が（ｉ）前記切削ヘッドの内腔の中心軸を包含す
る面から約１５°～約１５０°の範囲の角度で、（ｉｉ）少なくとも実質的に、前記標的
組織を含む表面上で、かつ（ｉｉｉ）ブレードガードで保護されている周囲組織に接触し
て、動く力ベクトルを含む、請求項３９に記載の切削ヘッド。
【請求項４２】
　標的組織が髄核であり、
　周囲組織が線維輪であり、
　入口組織が、髄核につながる、対象の上皮組織、筋肉組織、神経組織、結合組織、血管
、骨、軟骨、またはそれらの組合せを含む、
請求項３９に記載の切削ヘッド。
【請求項４３】
　単一のブレードガードを有し、該ブレードガードが内腔の横方向断面の幅の半分以下の
幅を有することを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の切削ヘッド。
【請求項４４】
　単一のブレードガードを有し、該ブレードガードが内腔の横方向断面の幅の半分以下の
幅を有することを特徴とする、請求項５～２４のいずれか一項に記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書において提示する教示は、一般的には、外科処置中に対象から標的組織を除去
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するための、安全かつ効率的な切削ヘッドを対象とする。
【０００２】
関係出願の相互参照
　本願は、２０１１年１２月３日付出願の米国特許仮出願第６１／５６６６２９号、およ
び２０１２年２月９日付出願の米国特許仮出願第６１／５９６８６５号の利益を主張する
ものであり、各出願を参照によりその全文を本明細書に組み入れる。
【背景技術】
【０００３】
　椎間円板疾患（Intervertebral disc disease）は、世界規模での主要な健康問題であ
る。米国だけにおいて、毎年、ほぼ７０万件の、脊椎手術が行われており、背部痛の治療
の合計コストは３００億ドルを超えている。椎間板における加齢変化には、３０代による
細胞核における水分含有量の減少、およびコラーゲン含有量の増加が含まれる。細胞核に
よる水分結合の喪失は、結果的に輪部（annulus）の圧縮負荷が増大を生じる。これによ
って、輪部は、離層（delamination）や損傷を受けやすくなる。輪部に対する損傷は、今
度は、椎間板の衰退や、椎間関節（facet joint）などの周辺組織の衰退を加速させる。
【０００４】
　実行されている２つの最も一般的な脊椎外科処置は、椎間板切除（discectomy）と脊椎
固定（spinal fusion）である。これらの処置は、下部背痛、神経圧迫、不安定および変
形の徴候に対処するだけである。脊椎円板固定処置の目的は、椎間板の高さを復元、維持
および安定化し、かつ／または背部痛を低減することである。この処置は、骨グラフトお
よび骨格と取り換えて、高さ安定化のために処置円板内での脊体（vertebral body）の固
定を有効化する前に、内輪部、髄核（nucleus pulposus）および終板（endplates）上の
軟骨組織などの中央の椎間板材料を除去することによって一般的に実行される。この除去
方法は、椎間板切除と呼ばれ、単調であるとともに、不適切になることが多く、それによ
って固定化が損なわれる可能性があり、それに加えて椎間板切除のために椎間板を露出さ
せるために必要とされる、大きな切開と解剖を行うために、外傷性であるとともに時間を
要する。
【０００５】
　典型的な椎間板切除処置においては、髄核摘出（nucleotomy）が最初に実施され、この
処置では、細胞核をせん断して緩くし、次いで、骨鉗子（rongeur）と呼ばれる剛性のあ
る把持器を使用して除去するために、キューレットまたは手動シェーバを使用して、細胞
核が緩められる。外科医は、骨鉗子を、アニュロトミー（anulotomy）と呼ばれる椎間板
における開口を通して挿入して、細胞核を把持して、椎間板および外科手術用アクセスか
ら外に除去して、顎部（jaws）を清浄化し、椎間板をさらに把持するために繰返し再挿入
する。この方法は、神経などの、ツール通路の中間にある組織に対して安全問題を起こす
可能性がある。さらに、後に残された椎間板屑が、効率的に後続の組織除去を行うこと、
および椎間板中へ椎間板切除ツールを挿入することを妨害する可能性がある。第２のステ
ップは、剥皮処理（decortication）であり、このステップでは、強固な椎間固定を推進
するのを助けるために、骨（軟骨終板）に付着する軟骨組織が、キューレットまたはラス
プ（rasp）などの剛性のあるスクレーパを使用することによって除去される。剥離された
軟骨は、キューレットですくって除去され、骨鉗子を使用することによって体外へ引き出
される。後に残される組織片も、剥皮処理の効率および有効性を損なって、弱い固定を生
じる可能性がある。さらに、椎間板内部の曲り角は、現状技術のツールでは到達するのが
困難であることが多く、不適切に椎間板除去された領域が残存する。
【０００６】
　さらに、吸引と切削の組合せを使用する最新のシステムでは、摘出された組織がシステ
ム内でつかえることによる目詰まり問題がある。外科的処置の間の目詰まりの問題は、解
決困難になる可能性があり、そのような目詰まり問題に対する解決策が、強く望まれてい
ることを、当業者は理解するであろう。
【０００７】
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　いくつかの先進的なツールが開発されているが、いずれも、これらの問題のすべてにつ
いて適切に対処していない。当業者であれば、（ｉ）使用するのに、単調でなく所要時間
が短い、（ｉｉ）被摘出組織によって目詰まりを起こし難い、（ｉｉｉ）手術を受ける対
象にとってより安全である、および（ｉｖ）強い椎間固定を推進する上でより効率的であ
る、椎間板切除システムを高く評価するであろう。
【発明の概要】
【０００８】
　本明細書において提示される教示は、一般的には、外科手術中に対象から標的組織を除
去するための、安全で効率的な切削ヘッドを対象とする。標的組織としては、小さな外科
用開口からアクセスすることのできる任意の組織、例えば、いくつかの態様において、半
月板などの関節組織、または他の態様においては、髄核などの椎間組織をあげることがで
きる。
【０００９】
　切削ヘッドは管状にして、切削面が切削ヘッドの遠位周囲上に少なくとも第１の面を形
成するとともに、切削ヘッドを吸引デバイスと動作可能に連絡して、吸引により組織の除
去を容易化するように、標的組織を切除するにすることができる。切削面は、例えば、平
坦、正弦波状、または鋸刃状とすることが可能であり、切削面の第１の面は、切削ヘッド
の中心軸に直交する位置から最大７５°まで外れる、角度θＦＰにあってもよい。いくつ
かの態様において、切削面は角度θＳＰに第２の面を有し、この角度は、切削ヘッドの中
心軸に直交する位置から、最大７５°まで外れてもよい。いくつかの態様において、切削
ヘッドは、切削ブレードと、この切削ブレードから周囲組織を防護するためのブレードガ
ードとを有する。
【００１０】
　このようにして、本教示は、対象の標的組織を除去するための管状切削ヘッドを含む。
これらの態様において、切削ヘッドは、切削ヘッドを通過させる内腔を取り囲む、外周を
有することができ、その内腔は中心軸を有する。切削ヘッドは、外周の遠位縁上に前方切
削ブレードを有することができ、この前方切削ブレードは、（ｉ）切削ヘッドの前方スト
ロークにおいて標的組織を切削し、（ｉｉ）切削した組織を内腔中に誘導するように、構
成されている。切削ヘッドはまた、前方切削ブレードの遠位方向に配置されて、前方スト
ローク時に前方切削ブレードから周囲組織を防護するように構成された、ブレードガード
を有することも可能であり、このブレードガードは、内腔の横方向断面の幅よりも小さい
幅を有して、前方ストロークにおいて内腔中に標的組織が進入するのを容易化することが
できる。
【００１１】
　いくつかの態様において、切削ヘッドは、切削ヘッドの後方ストロークにおいて標的組
織を切削するための後方切削ブレード、切削ヘッドの横方向ストロークにおいて標的組織
を切削するための横方向切削ブレード、またはそれらの組合せを有することができる。い
くつかの態様において、横方向切削ブレードを、切削ヘッドの横方向ストロークにおいて
標的組織を切削するために、ブレードガード上に配置することができる。
【００１２】
　いくつかの態様において、切削ヘッドの後方ストロークにおいて標的組織を切削するた
めに、後方切削ブレードを、外周の遠位縁上に配置することができる。いくつかの態様に
おいて、後方切削ブレードは、切削ヘッドの後方ストロークにおいて標的組織を切削する
ために、ブレードガード上に配置することが可能であり、このブレードガードは、切削ヘ
ッドの後方ストロークにおいて内腔内の組織を捕捉および／または切削するために、９０
°よりも大きい角度θ2で後向きに内腔中を指している、二重刃のブレード先端を有する
。
【００１３】
　切削ヘッドは、吸引力を使用することによって組織を除去するように設計することがで
きるので、本教示はまた、切削ヘッドを吸引アセンブリと動作可能に連結する、切削ヘッ
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ドのシステムも対象とする。このように、本教示は、対象の標的組織を除去するための、
管状切削ヘッドを含む、そのような外科的組織除去システムも含む。このシステムには、
切削ヘッドであって、切削ヘッドを通過させる吸引流を取り囲む外周；外周によって取り
囲まれた内腔であって、吸引流を誘導し、中心軸を有する、前記内腔；外周の遠位縁上の
前方切削ブレードであって、（ｉ）切削ヘッドの前方ストロークにおいて標的組織を切削
し、（ｉｉ）切削された組織を内腔中に誘導するように構成された、前記前方切削ブレー
ド；および前方切削ブレードの遠位方向に配置されて、前方ストローク時に前方切削ブレ
ードから周囲組織を防護するように構成された、ブレードガードを含めることができる。
いくつかの態様において、ブレードガードは、内腔の横方向断面の幅よりも小さくして、
前方ストロークにおいて内腔中への標的組織の進入を容易にすることができる。
【００１４】
　切削ヘッドは、内腔と吸引源の間を動作可能に連絡するように構成して、それによって
、システムが、標的組織を内腔を通して除去するための吸引流を生成するための、切削ヘ
ッドと動作可能に連絡する吸引アセンブリであって、中心軸を備える剛性な吸引管を含む
、前記吸引アセンブリを含むようにすることができる。いくつかの態様において、動作可
能な連絡には、切削ヘッドの外周の遠位縁の最近位点に、すぐ近くに位置する１つまたは
２つ以上の吸引ポートの使用が含まれる。いくつかの態様において、１つまたは２つ以上
のポートは、遠位縁の最近位点に約３ｍｍ～約２０ｍｍ近接して、配置することができる
。
【００１５】
　いくつかの態様において、吸引アセンブリは、近位端と遠位端を有する、少なくとも実
質的に剛性な吸引管を含み、遠位端は、切削ヘッドと動作可能に連絡し、また遠位端は、
吸引アセンブリ用の吸引源と連絡するように構成されている。いくつかの態様において、
少なくとも実質的に剛性な吸引管は、切削ヘッドを備える単独ユニットとして形成するこ
とができる。
【００１６】
　いくつかの態様において、内腔の中心軸が、剛性吸引管の中心軸から、約５°～約９０
°の範囲の角度θ１にあり、前方切削ブレードが、前記角度θ１の頂点から約３ｍｍ～約
２５ｍｍに位置している。
【００１７】
　請求項１０のシステムにおいて、内腔の中心軸は、前方切削ブレードにおいて出口点を
有し、該出口点は、剛性吸入管の中心軸と直交する、約３ｍｍ～約２５ｍｍの横方向距離
に位置している。
【００１８】
　いくつかの態様において、内腔の中心軸が、吸引アセンブリの遠位端における吸引流の
中心軸から約５°～約９０°の範囲の角度θ１であり、前方切削ブレードが、前記角度θ

１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置している。いくつかの態様において、切削ヘッ
ドと吸引アセンブリの間の動作可能な連絡は、関節接合（articulating）とすることが可
能であり、その角度は調節可能である。いくつかの態様において、切削ヘッドと吸引アセ
ンブリの間の動作可能な連絡は剛性を有して、その角度は固定されている。
【００１９】
　いくつかの態様において、内腔の中心軸が、吸引アセンブリの遠位端における吸引流の
中心軸から約１°～約１８０°の範囲の角度θ１にあり、前方切削ブレードが、前記角度
θ１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置している。これらの態様において、追加の角
度θ３は、θ１に５ｍｍ～２５ｍｍ近接して位置しており、角度θ１およびθ３は、（ｉ
）切削ヘッドの内腔の中心軸と、θ３に近接して位置する剛性吸入管の中心軸の間の正味
角度θ４が、０°～９０°の範囲であること；および（ｉｉ）切削ヘッドの内腔の中心軸
と剛性吸引管の中心軸の間の距離が２ｍｍ～３０ｍｍの範囲であることを限定として、約
０°～約１８０°の範囲になるように独立して選択される。
【００２０】
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　本明細書において教示される切削ヘッドおよび切削システムは、当業者に知られている
様々な用途を有することを理解されたい。いくつかの態様において、例えば、標的組織は
髄核とし、周囲組織は線維輪とすることができる。
【００２１】
　そのようにして、本教示は、また、椎間板切除用の外科用組織除去システムも対象とし
ており、このシステムには、対象から髄核を除去するための管状切削ヘッドを含めること
ができる。これらの態様において、システムには、切削ヘッドを通過させる吸入流を取り
囲む外周を有する、切削ヘッド；外周により取り囲まれて、吸入流を誘導する内腔；外周
の遠位縁上の前方切削ブレードであって、（ｉ）切削ヘッドの前方ストロークにおいて髄
核を切削し、切削された髄核を内腔中に導入するように構成された、前記前方切削ブレー
ド；切削ヘッドの後方ストロークにおいて髄核を切削する後方切削ブレード；切削ヘッド
の横方向ストロークにおいて髄核を切削する横方向切削ブレード；および前方切削ブレー
ドの遠位方向に位置して、前方ストローク時に線維輪組織を前方切削ブレードから防護す
るように構成された、ブレードガードを含めることができる。そして、ブレードガードの
幅は、例えば、内腔の横断面の幅よりも小さくして、前方ストロークにおいて内腔中への
標的組織の進入を容易にすることができる。
【００２２】
　本教示はまた、対象から標的組織を除去する方法も含む。これらの態様において、この
方法は、標的組織にアクセスするために対象に開口を生成すること；本明細書で教示され
る切削ヘッドを開口を通して挿入して、対象内の標的組織にアクセスすること；ならびに
標的組織を含む表面上で、前方方向に切削ヘッドを押し進めて、標的組織を除去すること
を含めることができる。この前方方向には、（ｉ）少なくとも実質的に、切削ヘッドの内
腔の中心軸を包含する面上を、（ｉｉ）少なくとも実質的に、標的組織を含む表面上を、
かつ（ｉｉｉ）ブレードガードによって防護されている周囲組織に向かって動く、力ベク
トルを含めることができる。そして、本方法には、切削ヘッドの内腔内の標的組織を捕捉
すること、ならびに標的組織を内腔を通して対象から除去することを含めることができる
。
【００２３】
　いくつかの態様において、本方法は、本明細書で教示される切削ヘッドを、標的組織を
含む表面上で後方方向に押し進めて、標的組織を除去することを含む。この後方方向には
、（ｉ）少なくとも実質的に、切削ヘッドの内腔の中心軸を包含する面上を、（ｉｉ）少
なくとも実質的に、標的組織を含む表面上を、かつ（ｉｉｉ）ブレードガードによって保
護されている周囲組織から離れるように動く、力ベクトルを含めることができる。
【００２４】
　いくつかの態様において、本方法は、本明細書において教示される切削ヘッドを、標的
組織を含む表面上で横断方向に推し進めて標的組織を除去することを含む。この横断方向
には、例えば、（ｉ）切削ヘッドの内腔の中心軸を包含する面から約１５°～約１６５°
の範囲の角度で、（ｉｉ）少なくとも実質的に、標的組織を含む表面上を、かつ（ｉｉｉ
）ブレードガードによって保護されている周囲組織と接触して動く、力ベクトルを含める
ことができる。
【００２５】
　本教示はまた、非線形を有する細長い外科用切削装置を出し入れする間に対象を保護す
る、閉塞式ガードカニューレ（obturator, guard cannula）も対象とする。これらの態様
において、ガードカニューレには、内周、外周、および前記内周と前記外周の間を連絡す
る、洗浄ポートを有する入口ハブ；および近位端、遠位端および内腔を有する、直線状の
細長い分割管（split-tube）を含めることができる。これらの態様において、分割管の近
位端は、（ｉ）ハブの内周の少なくとも一部分を取り囲み、および（ｉｉ）洗浄ポートと
動作可能に連通させることができる。これらの態様において、この連絡は、洗浄ポートか
ら洗浄流体を受け入れる動作が可能であり、洗浄流体の標的組織への移送には、例えば、
分割管の内腔表面上での、洗浄ポートから分割管の遠位端への洗浄流体の移動を含む。
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【００２６】
　分割管の遠位端はまた、当業者が所望する任意の構成にすることもできる。例えば、遠
位端は、少なくとも実質的に尖らし、かつ／または鋭利にすることができる。いくつかの
態様において、遠位端は、少なくとも実質的に鈍くして、遠位端が入口組織と接触すると
きに、入口組織への損傷を避けることができる。分割管はまた、長さを約１０ｃｍ～約６
０ｃｍの範囲とし、幅を約５ｍｍ～約１６ｍｍの範囲とすることができる。さらに、分割
管における割れ目は、約４ｍｍ～約１４ｍｍの範囲の幅を有する間隙を構成し、この割れ
目が、手術器具における非線形性を吸収する（accommodating）ことができる。
【００２７】
　上述のように、本明細書で教示されるシステムは、例えば、半月板の除去、または椎間
板切除を含む、対象から標的組織を除去するための様々な処置に使用することができる。
いくつかの態様において、ガードカニューレと共に使用される、外科用切削装置は、椎間
板切除装置とすることができる。また、いくつかの態様において、入口組織は、髄核につ
ながる、対象の上皮組織、筋肉組織、神経組織、結合組織、血管、骨、軟骨、またはそれ
らの組合せを含む。そのために、いくつかの態様において、標的組織には、髄核を含める
ことができる。
【００２８】
　本教示はまた、本明細書において教示されたシステムおよびカニューレの態様の任意の
組合せを使用する、外科用組織除去システムおよびガードカニューレを有する、外科用組
織除去キットも対象とする。いくつかの態様において、このキットは、椎間板切除キット
とすることができる。したがって、いくつかの態様において、入口組織は、髄核につなが
る、対象の上皮組織、筋肉組織、神経組織、結合組織、血管、骨、軟骨、またはそれらの
組合せを含む。そのために、いくつかの態様において、標的組織には、髄核を含めること
ができる。
【００２９】
　本教示はまた、標的組織を除去するためのキットの使用方法を対象とする。いくつかの
態様において、この方法は、標的組織にアクセスするために対象内に開口を生成すること
；キットの切削ヘッドを、キットの入口ハブおよびガードカニューレの細長い分割管を通
して挿入すること；分割管の鈍い、遠位端で入口組織を保護しながら、キットの切削ヘッ
ドを、開口を通して挿入して、対象内の標的組織にアクセスすることを含む。他の点では
、組織除去システムの使用方法は、本明細書で教示された方法と同一または類似している
。当業者は、標的組織を髄核とし、周囲組織を線維輪とすることのできる、そのような椎
間板切除用のキットを有することを高く評価するであろう。当業者であれば、また、その
ような処置において、髄核につながる、対象の上皮組織、筋肉組織、神経組織、結合組織
、血管、骨、軟骨、またはそれらの組合せを保護するのを助ける、ガードカニューレを備
えるキットを有することを高く評価するであろう。
【００３０】
　当業者は、本明細書において教示される態様は、一般概念を概説する目的で提示される
ものであること、およびいくつかの追加の態様が、本明細書に提示された教示の中に含ま
れるとともに、そこから引き出されることを認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１Ａ～１Ｄは、いくつかの態様による、素材管（stock tube）から製作するこ
とのできる、多様な管状切削ヘッド構成を示す図である。
【００３２】
【図２】図２Ａ～２Ｅは、いくつかの態様による、ブレード構成を示す図である。
【００３３】
【図３】図３Ａ～３Ｃは、いくつかの態様による、個々のブレードプロファイルの横断面
を示す図である。
【００３４】
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【図４】図４Ａ～４Ｃは、いくつかの態様による、切削ヘッドを示す図である。
【００３５】
【図５】図５Ａおよび５Ｂは、いくつかの態様による、切削ヘッド５００の角度形成を示
す図である。
【００３６】
【図６】図６は、いくつかの態様による、閉塞式ガードカニューレを示す図である。
【００３７】
【図７】図７は、いくつかの態様による、外科的組織除去キットを示す図である。
【００３８】
【図８】図８Ａ～８Ｃは、いくつかの態様による、吸引の適用と同時に、閉塞式ガードカ
ニューレを配置することなく、洗浄を行うことができるシステムまたはキットを示す図で
ある。
【００３９】
【図９】図９Ａ～９Ｇは、いくつかの態様による、試験された切削ヘッド設計を示す図で
ある。
【００４０】
【図１０】図１０Ａ～１０Ｅは、いくつかの態様による、切削ヘッドにおける発達を示す
図である。
【００４１】
【図１１】図１１Ａ～１１Ｃは、いくつかの態様による、切削ヘッドと吸引アセンブリの
間のバヨネット型（bayonet-type：差し込み型）連絡を示す図である。
【００４２】
本発明の詳細な説明
　本明細書に提示する教示は、一般的には、外科手術中に対象から標的組織を除去するた
めの、安全で効率的な切削ヘッドを対象とする。標的組織としては、小さな外科用開口か
らアクセスすることのできる任意の組織、例えば、半月板などの関節組織、または髄核な
どの椎間組織をあげることができる。いくつかの態様において、本明細書において教示さ
れる装置は、整形外科組織除去装置と呼ぶことができる。いくつかの態様において、本明
細書において教示される、この装置は、Ｘ－ＬＩＦ（lateral approach to an intervert
ebral fusions：椎間固定に対する側方アプローチ）処置、Ｔ－ＬＩＦ（transforaminal 
approach to intervertebral fusions：椎間固定に対する経椎間孔アプローチ）処置、Ｐ
－ＬＩＦ（posterior approach to intervertebral fusions：椎間固定に対する後方アプ
ローチ）処置、または経皮的、経椎間孔アプローチ（Ｋａｍｂｉｎの三角形アプローチ（
Kambin triangle access））において有用である。
【００４３】
　「対象」と「患者」という用語は、いくつかの態様において同義で使用することが可能
であり、それに限定はされないが、例えば、ウシ、ブタ、ウマ、ネコ、イヌ、ラット、お
よびマウスなどの非霊長類、ならびに、例えば、サルまたはヒトなどの霊長類を含む哺乳
類などの動物を指す。したがって、「対象」および「患者」という用語は、それに限定は
されないが、飼育動物、伴侶動物、商用家畜、その他を含む、ヒト以外の生物学的応用に
適用することもできる。
【００４４】
　切削ヘッドは、切削ヘッドの遠位周囲上に少なくとも第１の面を形成する、切削面を備
える管状として、切削ヘッドが、吸引デバイスと動作可能に連絡して、吸引による組織の
除去を容易化するように、標的組織を切除することができる。
【００４５】
　切削面は、例えば、平坦、正弦波状、または鋸刃状（serrated）とすることが可能であ
り、切削面の第１の面は、切削ヘッドの中心軸に直交する位置から最大７５°まで外れる
、角度θＦＰにあってもよい。いくつかの態様において、切削面は、角度θＳＰに第２の
面を有して、この角度は、切削ヘッドの中心軸に直交する位置から最大７５°まで外れて
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もよい。いくつかの態様において、切削ヘッドは、切削ブレードと、切削ブレードから周
囲組織を防護するためのブレードガードとを有する。いくつかの態様において、θＦＰお
よびθＳＰは、０°～約７５°、約５°～約７５°、約１０°～約７０°、約１５°～約
６５°、約１０°～約６０°、約５°～約５５°、約１５°～約５０°、約２０°～約４
５°、約１５°～約４０°、約２５°～約３５°、または１°の増分でそれらの中の任意
の角度または角度範囲となるように独立に選択することができる。
【００４６】
　図１Ａ～１Ｄは、いくつかの態様による、素材管から製作することのできる、多様な管
状切削ヘッド構成を示す。図１Ａは、素材管１００の内腔の中心軸１１０に直交する、角
度θＦＰにおいて第１の面１０５を有する、切削ヘッド素材管１００を示す。図１Ｂは、
素材管１００の内腔の中心軸に対して、１°～約７５°の範囲である鋭角、θＦＰ、の位
置に第１の面１０５を有する、切削ヘッド素材管１００を示す。図１Ｃは、素材管１００
の内腔の中心軸１１０に対して、１°～約７５°の範囲である鋭角、θＦＰ、において第
１の面１０５を有するとともに、素材管１００の内腔の中心軸１１０に直交する角度、θ

ＳＰ、において第２の面１０５を有する、切削ヘッド素材管１００を示す。図１Ｄは、素
材管１００の内腔の中心軸１１０に対して、１°～約７５°の範囲である鋭角、θＦＰ、
において第１の面１０５を有するとともに、素材管１００の内腔の中心軸１１０に対して
、１°～約７５°の範囲である鋭角、θＳＰ、において第２の面１０５を有する、切削ヘ
ッド素材管１００を示す。
【００４７】
　切削ヘッドは、本明細書において教示される使用に対する外科手術環境において好適な
、当業者に知られている任意の材料から製作することができる。例えば、ロックウェルＣ
硬度３０より大きいか、またはロックウェルＣ硬度４５よりも大きい硬度を有する硬質材
料が、いくつかの態様において好適であり得る。いくつかの態様において、切削ヘッドは
、焼き戻し鋼、ステンレス鋼、高炭素鋼、チタンまたはチタン合金、セラミック、ダイヤ
モンドおよび黒曜石（obsidian）からなる群から選択される構成要素で構成することがで
きる。いくつかの態様において、ステンレス鋼としては、３０４ステンレス鋼、３１６ス
テンレス鋼、１７－４ＰＨステンレス鋼、４００系ステンレス鋼、または本明細書で教示
される切削機能に好適な、当業者に知られているその他任意のステンレス鋼を含めること
ができる。いくつかの態様において、切削ヘッドは、コバルト・クロム・炭化タングステ
ンまたはセラミックで製作することができる。
【００４８】
　切削ヘッドを形成する管の壁厚は、例えば０．００３から０．０２０インチ、またはよ
り具体的には０．００５から０．０１２インチとすることができる。切削ヘッドの横断面
積は、０．１２０平方インチから１．５平方インチ、またはいくつかの態様において、０
．１８０平方インチから０．４００平方インチの範囲とすることができる。いずれの方向
における幅も、０．０８０インチから０．４００インチ以上、またいくつかの態様におい
て、０．１６０インチから０．２５０インチの範囲とすることができる。いくつかの態様
において、切削ヘッドは、最大横断面寸法を、約３．０ｍｍ～約２０．０ｍｍ、約４．０
ｍｍ～約１５．０ｍｍ、約４．０ｍｍ～約１２．０ｍｍ、約５．０ｍｍ～約１０．０ｍｍ
、約５．０ｍｍ～約８．０ｍｍ、または０．１ｍｍの増分でそれらの中の任意の範囲とす
ることができる。いくつかの態様において、切削ヘッドは、直径を約４．８ｍｍ、約５．
０ｍｍ、約５．２ｍｍ、約５．４ｍｍ、約５．８ｍｍ、約６．０ｍｍ、約６．２ｍｍ、約
６．４ｍｍ、約６．６ｍｍ、約６．８ｍｍ、約７．０ｍｍ、約７．２ｍｍ、約７．４ｍｍ
、約７．６ｍｍ、約７．８ｍｍ、約８．０ｍｍ、約８．２ｍｍ、およびそれらの０．１ｍ
ｍ増分のいずれかである。
【００４９】
　いくつかの態様において、切削ヘッドの遠位周囲は、第１の面または第２の面、あるい
はそれらの組合せの上にすることが可能であって、切削面は、かみそり面、鋸刃面（serr
ated surface）、または正弦波面などの、当業者には知られている任意の切削面とするこ
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とができる。切削ブレード設計の技術において、当業者において知られている、多種多様
な可能なブレード構成があり、そのような任意の構成を使用してもよい。例えば、切削面
には、歯および歯の間の溝（gullets）を含めることができる。歯の間の間隔は、均等ま
たは可変とすることが可能であり、溝の深さは、均等または可変とすることが可能であり
、歯と溝の任意の組合せを使用することができる。いくつかの態様において、歯の突出方
向は、切削ヘッドの壁の残部の方向からオフセットさせることができる。いくつかの態様
において、歯は、切削ヘッドの壁の残部と同一方向にあり、その結果として、歯は、単に
切削ヘッドの壁の延長であって、切削ヘッドの内腔の向かう方向、または切削ヘッドの内
腔から離れる方向におけるシフトはない。いくつかの態様において、切削ヘッドの内腔か
ら離れるか、またはそれに近づく、歯の方向シフトのパターンがある。例えば、そのパタ
ーンは、近づく、離れる、近づく、離れる、シフトなし、の順序とすることができ、その
順序は、切削ヘッドの外周の遠位縁のまわりで繰り返される。いくつかの態様において、
すべての歯が内腔の方向を向いており、いくつかの態様において、すべての歯が内腔から
離れる方向を向いている。いくつかの態様において、歯は、内腔に近づくのと、内腔から
離れるのを、歯毎に交替する。さらに、いくつかの態様において、歯は、歯毎に、徐々に
増大または減少する角度で、徐々に内腔に向かったり、それから離れたりして、歯が外周
の遠位縁をまわるときに、波のような様相を生成する。この順序は、完全に不規則にする
こともできる。
【００５０】
　図２Ａ～２Ｅは、いくつかの態様によるブレード構成を示す。図２Ａは、近づく、離れ
る、近づく、離れる、シフトなしの繰り返しからなる、５つ歯のシフトパターンを示す。
図２Ｂは、不規則シフトパターンを示す。図２Ｃは、波状シフトパターンを示す。図３Ｄ
は、離れる、近づく、シフトなしの繰返しからなる、３つ歯のシフトパターンを示す。さ
らに、図３Ｅは、単純な、離れる、近づくの繰り返しシフトパターンを示す。
【００５１】
　ブレード構成の選択は、いくつかの態様において、ブレードプロファイルの選択と組み
合わせることができる。切削ブレードを設計する技術の当業者は、本明細書において教示
される切削ヘッドは、例えば、のみ作用（chisel action）、鋸引き作用（sawing action
）、薄切り作用（slicing action）、および引き裂き作用（ripping action）などの多様
な切削作用を有することができることを認識するであろう。そのような状況で、選択され
るブレードプロファイルは、当業者に知られている任意のブレードプロファイルを使用す
るように変更することができる。いくつかの態様において、歯は傾斜（beveled）をつけ
られている。いくつかの態様において、切削ヘッドは、後方だけでなく、前方を向く歯を
有し、後方切削「突起（spurs）」に加えて、前方切削面を含む。
【００５２】
　そのような状況で、本教示は、対象の標的組織を除去するための、管状切削ヘッドを含
む。そして、この管は、円形管、正方形管、長方形管、楕円形管、五角形管、六角形管、
七角形、八角形管、その他などの任意の形状の、細長い管状構造として、いくつかの態様
において、任意の数の辺、曲率、またはそれらの組合せを使用することができる。いくつ
かの態様において、円形管が使用される。
【００５３】
　切削ヘッドは、ブレードタイプ、例えば、前方切削ブレード、後方切削ブレード、およ
び横断切削ブレードの組合せに加えて、組織を掴むか、裂くか、またはその他の方法で除
去するための、突起物（protrusions）、鉤（hooks）、その他を有することができる。い
くつかの態様において、切削ヘッドは、切削ヘッドの後方ストロークにおいて標的組織を
切削するための後方切削ブレード、切削ヘッドの横方向ストロークにおいて標的組織を切
削するための横方向切削ブレード、またはそれらの組合せを有することができる。いくつ
かの態様において、横方向切削ブレードを、切削ヘッドの横方向ストロークにおいて標的
組織を切削するために、ブレードガード上に配置することができる。
【００５４】
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　図３Ａ～３Ｃは、いくつかの態様による、個々のブレードプロファイルの横断面を示す
。図３Ａは、平面／凹形ブレードプロファイルを示す。図３Ｂは、楔形ブレードプロファ
イルを示す。図３Ｃは、のみ形（chisel）ブレードプロファイルを示す。同様に、ブレー
ドは、単一刃、両刃、単一かえし（single barb）、両かえし、直線先端、かえし付き先
端、その他を含む任意の構成を有するように設計して、例えば、手術中の除去効率を上げ
るために、組織を切削、薄切り、彫刻（chiseling）、掻き落とし（scraping）、溝切り
（gouging）、鋸引き（sawing）、研磨、および引き裂きを行うことを含む、任意の形態
の組織除去を補助することができることを理解すべきである。
【００５５】
　図４Ａ～４Ｃは、いくつかの態様による、切削ヘッドを示す。図４Ａは、切削ヘッドの
斜視図を示し、図４Ｂは、側面図を示す。切削ヘッド４００は、切削ヘッド４００を通過
する内腔４１０を取り囲む、外周４０５を有することができ、内腔４１０は、中心軸４１
５を有する。切削ヘッド４００はまた、外周４０５の遠位縁４２５上に前方切削ブレード
４２０を有することができ、この前方切削ブレード４２０は、（ｉ）切削ヘッド４００の
前方ストロークにおいて標的組織（図示せず）を切削し、（ｉｉ）切削した組織を内腔４
１０中に誘導するように、構成されている。切削ヘッド４００はまた、前方切削ブレード
４２０の遠位方向に配置されて、前方ストローク時に前方切削ブレード４２０から周囲組
織（図示せず）を防護するように構成された、ブレードガード４３０を有することも可能
であり、このブレードガード４３０は、内腔４１０の横方向断面の幅４２２よりも小さい
幅４３３を有して、前方ストロークにおいて内腔４１０中に標的組織が進入するのを容易
化することができる。図４Ａ～４Ｃに示されるように、ブレードガードの側面４０９は、
横方向切削のために、鋸刃状とするか、またはその他の方法で鋭利な切削面とすることも
できる。
【００５６】
　切削ヘッドは、吸引力４４４を使用することによって組織を除去するように設計するこ
とができるので、本教示はまた、切削ヘッドを吸引アセンブリ４８４（遠端部だけを示す
）と動作可能に連結する、切削ヘッドのシステムも対象とする。このように、図４Ｃはま
た、対象の標的組織（図示せず）を除去するための、管状切削ヘッド４００を含む、その
ような外科的組織除去システムも示す。このシステムには、切削ヘッド４００を通過する
吸引流４４４を取り囲む外周を有する切削ヘッド４００；外周４０５によって取り囲まれ
た内腔４１５であって、吸引流４４４を誘導し、中心軸４１５を有する、前記内腔４１０
；外周４０５の遠位縁４２５上の前方切削ブレード４２０であって、（ｉ）切削ヘッド４
００の前方ストロークにおいて標的組織を切削し、（ｉｉ）切削された組織を内腔４１０
中に誘導するように構成された、前記前方切削ブレード４２０；および前方切削ブレード
４２０の遠位方向に配置されて、前方ストローク時に前方切削ブレード４２０から周囲組
織を防護するように構成された、ブレードガード４３０を含めることができる。
【００５７】
　切削ヘッドは、内腔４１０と吸引源４４４の間を動作可能に連絡するように構成して、
それによって、システム４００が、標的組織を内腔４１０を通して対象から除去するため
の吸引流４４４を生成するための、切削ヘッド４００と動作可能に連絡した吸引アセンブ
リ４８４を含み、この吸引アセンブリ４８４が中心軸を備える剛性な吸引管４８８を含む
ようにすることができる。いくつかの態様において、動作可能な連絡には、切削ヘッドの
外周の遠位縁の最近位点に、すぐ近くに位置する１つまたは２つ以上の吸引ポート４６６
の使用が含まれる。いくつかの態様において、１つまたは２つ以上のポート４６６は、遠
位縁４２５の最近位点に近接して、約３ｍｍ～約２０ｍｍに配置することができる。いか
なる理論または作用の機構に拘束されることを意図するものではないが、当業者は、組織
を除去する間に、切除された組織を手術空間から離れて移送する吸入流を妨害または停止
させることになる、真空を生成する可能性のある領域内で吸引しているときに、追加の空
気源が有用であることに気付くであろう。吸引ポート４６６は、手術空間において真空を
生成するのを回避するために、追加の空気を供給するのに使用することができる。
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【００５８】
　当業者に知られている任意の吸引アセンブリ構造を、多くの態様において使用すること
ができる。いくつかの態様において、吸引アセンブリ４８４は、近位端（図示せず）と遠
位端４９９を有する、少なくとも実質的に剛性な吸引管４８８を含み、遠位端４９９は、
切削ヘッド４００と動作可能に連絡しており、遠位端４９９は、吸引アセンブリ４８４用
の吸引源４４４と連絡するように構成されている。いくつかの態様において、少なくとも
実質的に剛性な吸引管４８８は、切削ヘッド４００を備える単独ユニットとして形成する
ことができる。「少なくとも実質的に剛性な」という句は、剛性であるか、または通常の
使用によって生成される力の下で、所望の機能が得られるのに十分に剛性な、構成要素を
意味することができる。例えば、所望の機能とは、対象内で切削ヘッドを使用するときに
、剛性な吸引管の長さに沿って、１点または２点以上において剛性な構成要素の曲げモー
メントが発生するのを防止、または抑制することである。
【００５９】
　以下の表には、椎間板切除における迅速で効率的な組織除去を容易化することがわかっ
た、切削ヘッド４００の寸法比が記載されている。「ラベル」を使用して、構成要素と、
小型装置および大型装置における比を形成する尺度とを示す。
【表１】

【００６０】
　剛性吸引管には、本明細書において教示される使用に対して好適な、当業者に知られて
いる任意の材料を含めることができる。例えば、剛性吸引管には、本明細書において教示
される装置用として、当業者に望ましいと思われる、任意の外科用鋼、プラスチックまた
は樹脂を含めることができる。いくつかの態様において、剛性吸引管には、切削ヘッドと
同一または類似の材料を含めることができる。いくつかの態様において、剛性吸引管には
、ステンレス鋼、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリイミド、またはカーボ
ンファイバを含めることができる。シャフトの壁厚は、選択された材料が所望の物理的特
性を有する、任意の厚さとすることができる。いくつかの態様において、壁厚は、例えば
、０．００３インチから０．０２０インチ、またいくつかの態様において、０．００５イ
ンチから０．０１０インチの範囲とすることができる。管の内腔表面は、ＴＥＦＬＯＮ（
登録商標）、パリレン（parylene）などの疎水性コーティング、またはポリビニルアルコ
ールまたはポリエチレングリコールなどの疎水性コーティングによってコーティングする
ことができる。
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【００６１】
　いくつかの態様において、剛性吸引管には、金属編組（braid）で強化された高分子管
、コイル管（coiled tube）、または、いくつかの態様において、関節接合が望ましい場
合には、関節接合を容易にする、横方向溝付き管を含めることができる。いくつかの態様
において、切削ヘッドは、例えば、切削ヘッドに取り付けた腱（tendon）を片側で引くこ
とによって、剛性吸引管の軸に対して、角度をつけて曲げることが可能であり、この腱は
、剛性吸引管の側面上のガイドに沿って延びている。
【００６２】
　図５Ａおよび５Ｂは、いくつかの態様による切削ヘッド５００の角度形成について示す
。図５Ａは、内腔５１０の中心軸５１５を、吸入アセンブリ（部分的に図示）５８４の遠
位端５９９において、吸入流５４４の中心軸５５５から約５°～約９０°の範囲の角度θ

１にすることが可能であり、前方切削ブレード５２０を、角度θ１の頂点から約２ｍｍ～
約２５ｍｍに位置させることができる。いくつかの態様において、θ１は、約２ｍｍ～約
３０ｍｍ、約２ｍｍ～約３０ｍｍ、約２．５ｍｍ～約２５ｍｍ、約３ｍｍ～約２５ｍｍ、
約４ｍｍ～約２０ｍｍ、約５ｍｍ～約１５ｍｍ、約３ｍｍ～約２５ｍｍ、約７ｍｍ～約１
２ｍｍ、約８ｍｍ～約１０ｍｍの範囲、または０．５ｍｍの増分でそれらの中の任意の範
囲とすることができる。
【００６３】
　いくつかの態様において、内腔の中心軸が、剛性吸引管の中心軸から約５°～約９０°
の範囲の角度θ１にあり、前方切削ブレードが、前記角度θ１の頂点から約３ｍｍ～約２
５ｍｍに位置している。いくつかの態様において、内腔の中心軸は、前方切削ブレードに
おいて出口点を有し、該出口点は、剛性吸入管の中心軸と直交する、約３ｍｍ～約２５ｍ
ｍの横方向距離に位置している。
【００６４】
　いくつかの態様において、内腔の中心軸が、吸引アセンブリの遠位端における吸引流の
中心軸から約１°～約１８０°の範囲の角度θ１にあり、前方切削ブレードが、前記角度
θ１の頂点から約３ｍｍ～約２５ｍｍに位置している。これらの態様において、追加の角
度θ３は、θ１に５ｍｍ～２５ｍｍ近接して位置しており、角度θ１およびθ３は、（ｉ
）切削ヘッドの内腔の中心軸と、θ３に近接して位置する剛性吸入管の中心軸の間の正味
角度θ４が、０°～９０°の範囲であること、（ｉｉ）切削ヘッドの内腔の中心軸と剛性
吸引管の中心軸の間の距離が２ｍｍ～３０ｍｍの範囲であることを限定として、約０°～
約１８０°の範囲になるように独立して選択される。そのような状態で、角度θ１とθ３

の間の吸引流における距離は、約５ｍｍ～約３０ｍｍ、約５ｍｍ～約２５ｍｍ、約５ｍｍ
～約２０ｍｍ、約６ｍｍ～約１８ｍｍ、約７ｍｍ～約１５ｍｍ、または１ｍｍの増分でそ
れらの中の任意の範囲または距離とすることができる。
【００６５】
　いくつかの態様において、切削ヘッド５００と吸引アセンブリ５８４の間の動作可能な
連絡は、関節接合とすることが可能であり、角度θ１は調節可能とすることができる。い
くつかの態様において、切削ヘッド５００と吸引アセンブリ５８４の間の動作可能な連絡
は剛直とすることが可能であり、角度θ１は一定とすることができる。いくつかの態様に
おいて、角度θ１は、０°～約４５°、約１°～約４０°、約５°～約３５°、１０°～
約３５°、１５°～約４０°、２０°～約３０°の範囲とするか、または１°の増分でそ
れらの中の任意の範囲とすることができる。いくつかの態様において、角度θ１は約３°
、約５°、約１０°、約１５°、約２０°、約２５°、約３０°、約３５°、約４０°、
約４５°、または１°の増分でそれらの中の任意の角度である。
【００６６】
　いくつかの態様において、後方切削ブレードは、切削ヘッド５００の後方ストロークに
おいて標的組織を切削するために、外周５０５の遠位縁５２５上に配置することができる
。いくつかの態様において、後方切削ブレード５３１は、切削ヘッド５００の後方ストロ
ークにおいて標的組織を切削するように、ブレードガード５３０上に配置することができ
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る。図５Ｂは、ブレードガード５３０が、内腔５００の中心軸５１５から９０°を超える
角度θ２において、後ろ向きに内腔５１５中を指している、切削ヘッド５００の後方スト
ロークにおいて内腔５１０内の組織を捕捉および／または切削する、後方切削ブレード５
３１として、二重刃のブレード先端を有することができることを示す。後方切削ブレード
５３１は、いくつかの態様において、「タロン（talon：つめ）」と、またはそれは除去
するために組織を把持、せん断、および引っ掛ける機能を果たすことができるので、「ピ
ンセット（pincer）」と呼ぶことができる。
【００６７】
　本明細書において教示される切削ヘッドおよびシステムは、当業者に知られている様々
な用途を有することを理解されたい。いくつかの態様において、標的組織は髄核とし、周
囲組織は、例えば、線維輪とすることができる。
【００６８】
　椎間板切除のための外科的組織除去システムが提供され、このシステムは、対象から髄
核を除去するための管状切削ヘッドを備えることができる。これらの態様において、シス
テムには、切削ヘッドを通過させる吸入流を取り囲む外周を有する切削ヘッド；外周によ
り取り囲まれて、吸入流を誘導する内腔；外周の遠位縁上の前方切削ブレードであって、
（ｉ）切削ヘッドの前方ストロークにおいて髄核を切削し、（ｉｉ）切削された髄核を内
腔中に導入するように構成された、前記前方切削ブレード；切削ヘッドの後方ストローク
において髄核を切削する後方切削ブレード；切削ヘッドの横方向ストロークにおいて髄核
を切削する横方向切削ブレード；および前方切削ブレードの遠位方向に位置して、髄核組
織を前方切削ブレードから防護するように構成された、ブレードガードを含めることがで
きる。
【００６９】
　別の価値のある特徴は、本明細書で教示される装置は、切削ヘッドからの切除された組
織の流れからの実質的な目詰まりを起こすことなく動作することが可能なことであり、こ
れは設計によって達成される。いかなる理論または作用の機構に拘束されることを意図す
るものではないが、切削ヘッドの遠位端の横方向断面の面積は、切削ヘッドから切除され
た組織の流れの収集につながる切削ヘッドの遠位端に近接して位置する、任意の点の横断
面積と、少なくとも実質的に同等であるか、またはそれよりも小さくなくてはならないこ
とがわかった。そのような点には、例えば、剛性吸引管に沿った断面の任意のそのような
点、または切除された組織の収集の点に導くセクションアセンブリのその他任意の構成要
素、例えば、いくつかの態様において、圧力差によって切除された組織がそこで、収集キ
ャニスタ中に放棄される、最も近接するオリフィスが含まれる。「少なくとも実質的に同
等」という用語は、いくつかの態様において、それが量的に限定されている限り、より小
さい横断面積がある可能性があることを意味している。いくつかの態様において、その横
断面積は、それが近接して位置する断面における横断面積において、２０％以下少い場合
には、切削ヘッドの横断面積に対して少なくとも実質的に同等とすることができる。いく
つかの態様において、横断面積は、それが近接して位置する断面における横断面積におい
て、約３％、約５％、約７％、約９％、約１１％、約１３％、約１５％、約１７％、約１
９％、約２１％以下少い場合には、切削ヘッドの横断面積に対して少なくとも実質的に同
等とすることができる。近接して位置する断面における横断面積における、横断面積にお
いて、１％の増分でそれらの中の任意の百分率だけ小さい。
【００７０】
　本教示は、対象から標的組織を除去する方法も含む。これらの態様において、この方法
には、標的組織にアクセスするために対象に開口を生成すること；本明細書で教示される
切削ヘッドを開口を通して挿入して、対象内の標的組織にアクセスすること；蛍光透視法
などの、好適な画像化技法を使用して、切削ヘッドの先端の深さを画像化すること、およ
び標的組織を含む表面上で、前方方向に切削ヘッドを押し進めて、真空が起動されている
間に標的組織を除去して、切除された組織を手前に吸引することを含めることができる。
前方方向には、（ｉ）少なくとも実質的に切削ヘッドの内腔の中心軸を包含する面上を、
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（ｉｉ）少なくとも実質的に標的組織を含む表面上を、かつ（ｉｉｉ）ブレードガードに
よって防護されている周囲組織に向かって動く、力ベクトルを含めることができる。そし
て、本方法には、切削ヘッドの内腔内の標的組織を捕捉することに加えて、標的組織を内
腔を通して対象から除去することを含めることができる。
【００７１】
　「少なくとも実質的に～の上に」という句は、本明細書において教示されるシステムお
よび装置の通常の使用によって生成される、力と条件の下で、所望の機能が得られるよう
に、正確に所望の位置に十分に近い位置または運動を意味することができる。例えば、「
少なくとも実質的に、切削ヘッドの内腔の中心軸を包含する面上で」、または「少なくと
も実質的に、標的組織を含む表面上で」とは、その面または表面に平行または実質的に平
行であるが、おそらく実際の面から約１ｕｍ～約１５ｍｍだけずれるか、またはおそらく
運動の方向に約０．１°～約２０°だけずれている、位置または運動を意味することがで
きる。「少なくとも実質的に」の尺度は、正確な尺度または位置は得られないが、当業者
によって望まれる機能が得られる、状況を近似するのに使用される。例えば、可能な最良
の成果と比較したときの成果の減少を、何が、「少なくとも実質的に」所望の成果である
かを判定するのに使用することができる。いくつかの態様において、可能な最良の成果が
、１０％未満、１５％未満、２０％未満、３０％未満、４０％未満、または５０％未満だ
け減少する場合に、所望の成果が得られる。いくつかの態様において、可能な最良の成果
が、約５％から約３０％、約７％から約３５％、約１０％から約２５％、または１％の増
分でそれらの中の任意の範囲の量だけ減少する場合に、所望の成果が、少なくとも実質的
に得られる。
【００７２】
　椎間板切除において、対象における開口は、約５ｍｍ～７ｍｍの範囲にあることが多い
対象の椎間板高さに応じて異なる可能性がある。いくつかの態様において、対象の開口は
、大きさにおいて、約４ｍｍ×４ｍｍ～約１４ｍｍ×１４ｍｍの範囲になり得る。いくつ
かの態様において、この開口は約１０ｍｍ×７ｍｍとすることができる。
【００７３】
　いくつかの態様において、本方法は、本明細書で教示される切削ヘッドを、標的組織を
含む表面上で後方方向に押し進めて、標的組織を除去することを含む。後方方向には、（
ｉ）少なくとも実質的に切削ヘッドの内腔の中心軸を包含する面上を（ｉｉ）少なくとも
実質的に標的組織を含む表面上を、かつ（ｉｉｉ）ブレードガードによって保護されてい
る周囲組織から離れるように動く力ベクトルを含めることができる。
【００７４】
　いくつかの態様において、本方法は、本明細書において教示される切削ヘッドを、標的
組織を含む表面上で横断方向に推し進めて標的組織を除去することを含む。横断方向には
、例えば、（ｉ）切削ヘッドの内腔の中心軸を包含する面から約１５°～約１６５°の範
囲の角度を、（ｉｉ）少なくとも実質的に標的組織を含む表面上を、かつ（ｉｉｉ）ブレ
ードガードによって保護されている周囲組織と接触して動く力ベクトルを含めることがで
きる。
【００７５】
　本明細書で教示される切削ヘッドは、鋭利であり、切削ヘッドを外科用開口を通して出
し入れする間に組織を傷つける可能性がある。いくつかの態様において、非線形の細長い
外科用切削装置を出し入れする間に対象を保護するために、閉塞式ガードカニューレが設
けられる。
【００７６】
　図６は、いくつかの態様による、閉塞式ガードカニューレを示す。ガードカニューレ６
００には、内周６１５、外周６２５、および内周６１５と外周６２５の間を連絡する、洗
浄ポート６３５を有する入口ハブ６０５；および近位端６５５および遠位端６６５および
内腔６７５を有する、直線状の細長い分割管（split-tube）６５０を含めることができる
。これらの態様において、分割管６５０の近位端６５５は、（ｉ）ハブ６０５の内周６１
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５の少なくとも一部分を取り囲むとともに、（ｉｉ）洗浄ポート６３５と動作可能に連通
させることができる。これらの態様においては、この連通は、洗浄流体６９０を洗浄ポー
ト６３５から受け入れる動作が可能であり、洗浄流体６９０の標的組織（図示せず）への
移送には、例えば、分割管６５０の内腔表面６８０上を、洗浄ポート６３５から分割管６
５０の遠位端６６５への洗浄流体６９０の移動を含む。
【００７７】
　当業者であれば、「洗浄流体」は、液体および気体を含む、当業者が所望する任意の流
体とするができることに気付くであろう。いくつかの態様において、洗浄液は水性とする
ことができる。いくつかの態様において、洗浄流体は非水性とすることができる。また、
いくつかの態様において、洗浄流体は乳濁液とすることができる。いくつかの態様におい
て、洗浄流体には気体を含めることができる。水性洗浄流体の例としては、水、生理食塩
水、または液体を含む水性表面活性剤があげられる。非水性流体の例としては、外科処置
の間に組織抽出を容易にすることのできる、任意の油系液体をあげることができる。気体
の例としては、二酸化炭素、窒素、空気、および任意の不活性気体または少なくとも実質
的に非反応性の気体をあげることができる。いくつかの態様において、洗浄流体には、グ
リセリン、シリコンオイル、その他の潤滑剤を含めることができる。洗浄流体は、切除さ
れた組織を除去するのを助けるか、または切除された組織の除去を阻止する可能性のある
、手術部位内部での真空の生成を阻止するのを助ける、キャリヤーとして使用することが
できる。そのような真空の一例は、椎間板切除の間に輪部内部の椎間空間などの閉じた空
洞内部での吸引力の使用中に生成されるものである。
【００７８】
　分割管６５０の遠位端６６５はまた、当業者が所望する任意の構成にすることもできる
。例えば、遠位端６６５は、少なくとも実質的に尖らし、かつ／または鋭く（non-blunt
）することができる。いくつかの態様において、遠位端６６５は、少なくとも実質的に鈍
くして、遠位端６６５が入口組織と接触するときの、入口組織への損傷を避けることがで
きる。分割管６５０はまた、長さを約１０ｃｍ～約６０ｃｍの範囲とし、幅を約５ｍｍ～
約１６ｍｍの範囲とすることができる。さらに、分割管６５０における割れ目は、約４ｍ
ｍ～約１４ｍｍの範囲の幅を有する間隙６６７を構成し、この割れ目が、手術器具におけ
る非線形性を吸収することができる。いくつかの態様において、本明細書において教示さ
れる切削ヘッドは、その直径を、ガードカニューレの内腔を通過する吸引アセンブリの部
分の直径よりも小さくして、それによってガードカニューレが吸引アセンブリ４８４を保
持するが、切削ヘッド４００が間隙６６７を通過できるようにすることができる。このよ
うにして、間隙６６７の幅は、切削ヘッド４００の直径を超えることができるが、剛性吸
引管４８８の直径よりも小さく、ガードカニューレ６００の内腔の直径は、剛性吸引管４
８８の直径を超える。
【００７９】
　上述のように、本明細書で教示されるシステムは、例えば、半月板の除去、または椎間
板切除を含み、対象から標的組織を除去するための様々な処置に使用することができる。
いくつかの態様において、ガードカニューレと共に使用される、外科用切削装置は、椎間
板切除装置とすることができる。また、いくつかの態様において、入口組織は、髄核につ
ながる、対象の上皮組織、筋肉組織、神経組織、結合組織、血管、骨、軟骨、またはそれ
らの組合せを含む。そのために、いくつかの態様において、標的組織には、髄核を含める
ことができる。
【００８０】
　外科用組織除去システムおよびガードカニューレを有する、外科用組織除去キットが提
供され、このキットは、本明細書において教示されたシステムおよびカニューレの任意の
組合せを使用する。いくつかの態様において、このキットは、椎間板切除キットとするこ
とができる。したがって、いくつかの態様において、入口組織は、髄核につながる、対象
の上皮組織、筋肉組織、神経組織、結合組織、血管、骨、軟骨、またはそれらの組合せを
含む。そのために、いくつかの態様において、標的組織には、髄核を含めることができる
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。
【００８１】
　図７は、いくつかの態様による、外科用組織除去キットを示す。このキット７００は、
切削ヘッド４００、吸引アセンブリ４８４、および閉塞式ガードカニューレ６００を含む
。吸引アセンブリ４８４からの吸引流４４４は、切削ヘッド４００に入り、切削ヘッドに
よって切除された標的組織を除去する。洗浄水６９０が、洗浄バルブ７９５および／また
は洗浄ポート６３５に入り、洗浄バルブ７９５から来る洗浄水６９０は、吸引力４４４が
オフのときに使用され、洗浄ポート６３５から来る洗浄水６９０は吸引力４４４がオンの
ときに使用することができ、この間に、吸引力４４４は、ガードカニューレ６００の内腔
表面と、吸引アセンブリ４８４の間の洗浄水６９０を手術領域（図示せず）中に引き込む
。ガードカニューレ６００は、外科処置の間に切削ヘッド４００および吸引アセンブリ４
８４が入口組織に対して移動する間に、入口組織（図示せず）を保護し、切削ヘッド４０
０は、例えば、前方運動、後方運動、および／または横方向運動で移動して、標的組織を
切除し、除去する。
【００８２】
　標的組織を除去するためのキットの使用方法が提供される。いくつかの態様において、
本方法は、標的組織にアクセスするために対象内に開口を生成すること；キットの切削ヘ
ッドを、キットの入口ハブおよびガードカニューレの細長い分割管を通って挿入すること
；分割管の鈍い、遠位端で入口組織を保護しながら、キットの切削ヘッドを、開口を通し
て挿入して、対象内の標的組織にアクセスすることを含む。他の点では、組織除去システ
ムの使用方法は、本明細書で教示された方法と同一または類似している。当業者は、標的
組織を髄核とし、周囲組織を線維輪とすることのできる、そのような椎間板切除用のキッ
トを有することを高く評価するであろう。当業者であれば、また、そのような処置におい
て、髄核につながる、対象の上皮組織、筋肉組織、神経組織、結合組織、血管、骨、軟骨
、またはそれらの組合せを保護するのを助ける、ガードカニューレを備えるキットを有す
ることを高く評価するであろう。
【００８３】
　図８Ａ～８Ｃは、いくつかの態様による、吸引の適用と同時に、また閉塞式ガードカニ
ューレを装着することなく、洗浄を行うことのできるシステムまたはキットを示す。図８
Ａは、切削ヘッド４００、ならびに吸引アセンブリ８８４、制御ハンドル８８６、および
真空アタッチメント８９２を通して吸引力をかける手段、洗浄管８０４、洗浄制御器８０
２、ならびに任意の真空制御器８８８を含む、完全な椎間板切除システム８００を示す。
【００８４】
　切削ヘッド角度が調節可能である態様においては、ハンドル８８６は、回転して、プル
ケーブルに張力をかけて剛性吸引管に対して切削ヘッドを曲げ伸ばしするノブ（図示せず
）を有するか、またはケーブルに張力をかけて、剛性吸引管に対して切削ヘッドを曲げ伸
ばしすることができるスライドを有することができる。曲げ伸ばしするケーブルは、シャ
フトの外表面に取り付けられた小型側内腔に拘束されたシャフトの反対両側に置いて、切
削ヘッドを曲げ伸ばしすることができる。
【００８５】
　図８Ｂは、剛性吸引管８９４に対する、洗浄管８０４の横断面図を示す。また図８Ｃは
、制御ハンドル８８６および内部配管の横断面図を示す。
【００８６】
　当業者は、本明細書において提示する教示および実施例は、いずれの特定の態様、態様
群、図、または図群を超えて拡張することのできる基本概念を対象としていることを認識
するであろう。なお、いずれの実施例も、説明を目的とするものであって、そうではなく
本教示を限定するものとは解釈されないことを認識されたい。
【００８７】
実施例１　カッターヘッド設計の試験
　様々な切削ヘッドが、３つの死体実験室で２８の椎間板について試験された。結果は、
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最も効率的なカッターヘッド設計を判定するために比較された。望ましいカッターヘッド
設計は、髄核、椎骨終板（vertebral endplates）、および内部輪部（inner annulus）組
織を含む、すべての標的組織上で切れ味がよいものである。しかしながら、カッターヘッ
ドはまた、周囲組織にほとんど、またはまったく損傷を与えないで、所望の方法で標的組
織を切削しなくてはならず、そのような組織としては、望ましい周囲構造として保存しな
くてはらない、周囲線維輪が含まれる。さらに、この設計は、ヘッドの構成が、吸引下で
の組織の除去を容易化するように、吸引力の下で迅速に組織を除去しなくてはならない。
【００８８】
　図９Ａ～９Ｇは、いくつかの態様による、試験された切削ヘッド設計を示す。図９Ａの
設計は、切れ味は良好であったが、他の設計ほど、輪部に対して安全ではなかった。図９
Ｂの設計は、輪部に対して安全であったが、強靭な組織を良好に切削せず、大きすぎる抵
抗を示した。図９Ｃの設計は、強靭な組織に対して良好に貫通しなかった。図９Ｄの設計
は、切削と剥皮は良好であったが、軟質／弾性組織上で目詰まりした。図９Ｅの設計は、
強靭な組織の切削は良好で、目詰まりもなく、剥皮も非常に良好であった。また、輪部に
対しても安全であった。しかしながら、この装置の形状は、髄核の遠方側に届かなかった
。図９Ｆの設計は、図９Ｅの切削ヘッドが髄核の遠方側に届くことを可能にするために、
装置に導入された湾曲部を示す。しかしながら、図９Ｇおよび９Ｈの設計が、５分間で２
３ｃｃの材料を除去して、試験において確認された、最も効率的な切削ヘッド性能を示し
た。
【００８９】
実施例２
　この実施例は、切削ヘッドの設計をさらに発展させた。図８Ｇおよび８Ｈの設計が、７
つの死体実験室において２８の椎間板についてさらに調査された。
【００９０】
　図１０Ａ～１０Ｅは、いくつかの態様による、切削ヘッドにおける発展を示す。図１０
Ａの設計は、切削歯の外表面上に傾斜（bevel）を有する切削ヘッドを示し、この装置は
、切れ味が悪く、軟らかい骨を削り取った（gouged）。図１０Ｂの設計は、切削歯の外表
面に傾斜のない楕円形切削ヘッドを示し、この装置は、切削に一貫性がなく、軟らかい骨
を削り取った。図１０Ｃの設計は、リングキューレットを使用した比較結果のために示さ
れており、この装置は軟い骨を削り取った。図１０Ｄの設計は、単一の「タロン」または
ピンセットを備える短尺の切削ヘッドを示し、この装置は、最適の切削で掘り込みがなく
、これまでで最良の結果を示した。図１０Ｅは、図１０Ｄの設計の効率性と、それに、切
削ヘッドの内腔から離れて曲がり、追加のタロンおよびブレードガードとしての役割を果
たす、第２のタロンを追加した、別の提案された設計である。
【００９１】
　この実施例で使用された方法は以下のとおりである。
　１．　高さおよび幅で５～８ｍｍのパイロット穴を切開する；
　２．　１５°先端を椎骨終板に平行に向けて、中間および横方向に空洞を切開して拡大
する；
　３．　終板を硬質組織（軟骨または骨）まで徐々にシェービング（shaving）で落し；
蛍光透視法を使用して、遠端の深さを検証し；先端を使用して終板の曲率に沿ってシェー
ビングし；骨が露出されたとき（硬質で、粗く、粘着性で、かつ赤色の吸引物を終点と識
別）、シェービングは停止され；装置のハンドルを、（ｉ）中間方向に傾けて横側を剥皮
するとともに、（ｉｉ）横方向に傾けて中間側を剥皮し；
　４．　切削ヘッドを輪前部（anterior annulus）に対して中間方向‐横方向を掃引して
、必要に応じて輪体および内部輪体に付着した核を除去し；
　５．　４０°先端を対側に向けて、ハンドルを横方向に傾けてバルク核を除去しながら
、輪後部（posterior annulus）からシェービングを開始し；
　６．　終板に向かってハンドルを回転させて、さらに剥皮する。
【００９２】
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実施例３
　この実施例は、剛性吸引管４８８が、少なくとも２つの角度；角度θ１および角度θ３

を有することのできる、蛇行型（serpentine）構成またはバヨネット型構成と呼ばれる、
試験された代替態様について示す。
【００９３】
　図１１Ａ～１１Ｃは、いくつかの態様による、切削ヘッドと吸引アセンブリの間のバヨ
ネット型連絡を示す。剛性吸引管４８８の遠位端は、例えば、椎間板切除の間に、標的組
織への切削ヘッドのアクセスの改善を促進するために、バヨネット型、または蛇行型（se
rpentine）で方向変換することができることが見出された。図１１Ａ～１１Ｃに示される
ように、角度θ１およびθ３は、（ｉ）切削ヘッド４００の内腔４１０の中心軸４１５と
、（θ１に近接して方向付けて延長される）剛性吸入管４８８の中心軸４９７の間の正味
角度θ４が、０°～９０°の範囲であること、（ｉｉ）切削ヘッド４００の内腔４１０の
中心軸４１５と剛性吸引管４８８の中心軸４９７の間の距離が約２ｍｍ～約３０ｍｍの範
囲とすることができることを限定として、約０°～約１８０°の範囲となるように、それ
ぞれ独立に選択することができる。これらの態様において、内腔の中心軸には、前方切削
ブレードにおいて出口点を備えることができ、この出口点は、約３ｍｍ～約２５ｍｍの横
断方向距離に位置している。
【００９４】
　いくつかの態様において、距離４９８は、約２．５ｍｍ～約２５ｍｍ、約３ｍｍ～約２
５ｍｍ、約４ｍｍ～約２０ｍｍ、約５ｍｍ～約１５ｍｍ、約３ｍｍ～約２５ｍｍ、約７ｍ
ｍ～約１２ｍｍ、約８ｍｍ～約１０ｍｍの範囲であるか、または０．５ｍｍを増分として
その中の任意の範囲である。そのために、距離４９８は、約２ｍｍ、約３ｍｍ、約４ｍｍ
、約５ｍｍ、約６ｍｍ、約７ｍｍ、約８ｍｍ、約９ｍｍ、約１０ｍｍ、約１２ｍｍ、約１
４ｍｍ、約１６ｍｍ、約１８ｍｍ、約２０ｍｍ、約２２ｍｍ、約２４ｍｍ、約２６ｍｍ、
約２８ｍｍ、約３０ｍｍ、および０．５ｍｍを増分としてその中の任意の距離または範囲
とすることができる。いくつかの態様において、θ３の頂点と切削ヘッド４００の遠位端
との間の距離は、約５ｍｍ～約２５ｍｍ、約６ｍｍ～約２０ｍｍ、約７ｍｍ～約１５ｍｍ
、または１ｍｍの増分でそれらの中の任意の範囲とすることができる。
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